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青少年の安心・安全なインターネット利用環境整備に関する 

タスクフォース（第 16 回） 

令和３年 11 月 11 日 

 

１ 日時 令和３年 11 月 11 日（木）16:00～18:00 

２ 場所 WEB 会議による開催 

３ 出席者（敬称略） 

〇構成員 

 中村主査、曽我部主査代理、石田構成員、上沼構成員、尾上構成員、尾花構成員、益川構  

成員、森構成員、山口構成員、米田構成員 

〇オブザーバー 

株式会社 NTT ドコモ、KDDI 株式会社、ソフトバンク株式会社、楽天モバイル株式会     

社、(一社)電気通信事業者協会、(一社)テレコムサービス協会、(一社)全国携帯電話販売  

代理店協会、(一社)安心ネットづくり促進協議会、(一財)マルチメディア振興センター、

(一社)モバイル・コンテンツ・フォーラム、(一社)ソーシャルメディア利用環境整備機構、

アルプス システム インテグレーション株式会社、デジタルアーツ株式会社、内閣府、文

部科学省 

○発表者 

 東京国際工科専門職大学 齋藤 長行 教授 

〇総務省 

 二宮総合通信基盤局長、北林電気通信事業部長、片桐消費者行政第一課長、竹内消費者同

課課長補佐、松井情報流通行政局情報流通振興課長、赤間同課情報活用支援室長、熊原同

室課長補佐、海野サイバーセキュリティ統括官室参事官 

 

４ 議事 

（１） 開会 

（２） 議題 

① 「青少年の安心・安全なインターネット利用環境整備に関する新たな課題及び対策」 

等を踏まえた取組の進捗状況について 

 ・（一社）電気通信事業者協会 
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  ・（一社）テレコムサービス協会（MVNO 委員会） 

 ・（一社）ソーシャルメディア利用環境整備機構 

・東京国際工科専門職大学 齋藤 長行 教授 

・総務省情報流通行政局情報流通振興課情報活用支援室 

② フィルタリング申込率・有効化措置率の四半期報告について 

 ・（一社）電気通信事業者協会 

 ・（一社）テレコムサービス協会（MVNO 委員会） 

（３） 閉会 

 

５ 議事要旨 

（１）開会 

【中村主査】  ただいまから、第 16 回青少年の安心・安全なインターネット利用環境整

備に関するタスクフォースを開催いたします。 

 今回もコロナ対策ということで、ウェブ会議での開催ということになります。 

 冒頭、事務局から、ウェブ会議による開催上の注意事項についての御案内と、配付資料の

確認をよろしくお願いします。 

（事務局より、ウェブ会議による開催上の注意事項案内及び配布資料確認を実施。） 

 

（２）議題 

① 「青少年の安心・安全なインターネット利用環境整備に関する新たな課題及び対策」 

等を踏まえた取組の進捗状況について 

【中村主査】  今日の議題は、取組進捗状況と、フィルタリングの四半期報告の２点です。 

 まず議題の最初、青少年の安心・安全なインターネット利用環境整備に関する新たな課題

及び対策等を踏まえた取組の進捗状況について、電気通信事業者協会、テレコムサービス協

会（MVNO 委員会）、ソーシャルメディア利用環境整備機構、そして東京国際工科専門職大

学の齋藤教授、総務省から御説明をしていただくということになっています。 

 最初に、電気通信事業者協会（TCA）の吉岡さんから、説明をお願いできますでしょうか。 

 

〈（一社）電気通信事業者協会から、資料 16―１「（一社）電気通信事業者協会ヒアリング

資料」について説明〉 
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【電気通信事業者協会】  TCA の吉岡です。よろしくお願いいたします。 

 では、資料 16－1 を御覧ください。１ページおめくりいただきまして、本日お話しする

中身ですが、７月に出されている取りまとめに記載されている新たな課題及び対策の中で、

MNO あるいは携帯電話事業者に求められる中身についての対応状況を報告いたします。 

 ２ページ目を御覧ください。こちらは、取りまとめの中で上げられていた取り組むべき課

題・対策の５つです。 

 まず１点目です。フィルタリングの有効化を促す対策の検討になります。こちらは、フィ

ルタリングサービスにお申し込みいただいて、御自身で有効化されるというお客様が一定

数存在しますので、そういったお客様が有効化を忘れることがないようにお知らせをする

ということを各社で検討しています。 

 その実施する内容や実現時期は未定ですので、本日、詳細の報告はできませんが、おおむ

ね各社とも、お客様にメールを送るといった方法で検討しています。システムの対応が結構

大規模になったりするものですから、相応の期間を要する見込みではあります。また、詳細

が決まりましたら御報告いたします。 

 ２点目は、親子でスマホを共用する場合のフィルタリングに関する情報提供です。こちら

は対応を各社で検討していますので、後ほど御説明いたします。 

 ３点目は、通信事業者とフィルタリング事業者、あるいはコンテンツ提供者が協力して取

り組む体制ということですが、こちらは以前から協力して機能改善などを実施しておりま

すので、その内容を御説明いたします。 

 ４点目はカスタマイズ設定方法に関する情報提供、５点目はインターネットの危険性で

すとかペアレンタルコントロールに関する理解の促進ですが、これらについては各社で検

討している取組状況を後ほど説明いたします。 

 ３ページ目を御覧ください。こちらは、親子でスマホを共用する際の関連情報の提供に関

しての、ソフトバンクの取組予定を示しているものです。 

 今現在は、パンフレット等に親子の共用に関する説明は記載していないのですが、12 月

以降に使用する説明のツールや店頭で配布する冊子に親子の共用に関する説明を記載する

予定にしています。この中には、総務省のサイトへのリンクも掲載予定です。 

 こちらはソフトバンクの例を掲載しておりますが、ほかの３社もおおむね同じようなこ

とをする予定です。 

 ４ページ目を御覧ください。こちらはフィルタリング業者と連携して、機能や使いやすさ
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の改善に取り組んできている例になりまして、こちらに示しているのは KDDI の事例です。 

 サービスの開始当初にはなかった高校生プラスのカテゴリーを新設するとか、また、特定

のアプリを使えるようにするといったカスタマイズを簡単に設定いただけるような改良を

行っています。 

 また、利用時間制限の設定や利用状況の確認なども当初はなかった機能ですが、これらも

協業によってラインナップに追加しています。 

 ５ページ目を御覧ください。こちらはカスタマイズに関しての情報提供の、ドコモの例で

す。 

 10 月からフィルタリングのパンフレットを改訂して、カスタマイズに関する記載を目立

ちやすく追記しています。こちらはドコモの例ですが、６ページ目以降で KDDI、ソフトバ

ンク、楽天モバイルそれぞれの具体例を掲載しています。各社ともおおむね同じような中身

ですので詳細説明は省きますが、各社ともパンフレットなどでカスタマイズについてより

分かりやすく説明してそういう工夫を行っている、または行う予定ということを示してお

りますので、６、７、８ページ、各社の例を御覧ください。 

 続きまして９ページ目です。こちらは、インターネットの利用に関する危険性についてパ

ンフレットに記載予定の、ドコモの例になります。 

 こちらは、インターネットの危険性に関して伝えるメッセージは、MNO４社で共通化し

ます。これ以降も、10 ページ目以降で、それらをスマホ教室で伝えています。 

 11 ページ目はペアレンタルコントロールですが、これらについてもより説明を強化しま

すという中身になります。 

 それ以降も、各社でほぼ同じ内容の取組をやっているという、それぞれの例の紹介になり

ますので、こちらも各ページの詳細説明は割愛いたしますが、各社とも同じような中身なの

ですが、何かこれらが、爆発的に理解が深まるとか、飛躍的に効果が高まるといったような

策はなかなかありませんので、ツールの工夫や説明の工夫ですとか、あるいはスマホ教室で

説明していくといった地道な対策を確実に実行していくということが、我々が取っていく

べき対策かと考えております。 

 以降の詳細の説明は省きますので、また御覧いただければと思います。 

 私からの説明は以上です。 

【中村主査】  ありがとうございました。 

 では続いて、テレサ協の井原さんからお願いいたします。 
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〈（一社）テレコムサービス協会（MVNO 委員会）から、資料 16―２「（一社）テレコムサ

ービス協会（MVNO 委員会）ヒアリング資料」について説明〉 

【テレコムサービス協会】  テレコムサービス協会の井原でございます。それでは、資料

16－2 を御覧いただけますでしょうか。 

 ２ページを御覧ください。本日発表させていただきますのは、まず合算値及び個社名の公

表に関する意見ということと、個別の課題に対する MVNO の取組、あと、こちらに記載さ

せていただいています MVNO 個社の取組及び評価について説明させていただきます。 

 ３ページを御覧ください。以前より御指摘をいただいております個社名の公表等に関し

て、改めて各社にアンケートを実施させていただきまして、10 社から回答を得ました。 

 内容は御覧のとおりとなっておりまして、合算値に関しましては、全ての事業者から公表

可という回答をいただいています。ただし個社名に関しましては、条件付公表可が３社、公

表不可が２社ということもありまして、今回も公表につきましては社名を伏せた案内とさ

せていただいております。 

 ４ページを御覧ください。こちらは個社名の公表に関して、条件付公表可及び公表不可の

事業者からの意見をまとめたものになります。 

 意見としては２点でございます。公平性の問題ということと、算出方法に関しての問題と

いうことです。 

 公平性の問題につきましては、全ての MVNO が数値を提供しているわけではないという

こと、提出している事業者だけが公表になるということに対して課題があるのではないか

との意見です。算出方法に関しては、まず申込率は MNO とのカウントの内容の違いや受付

基準の違いがあるということ。有効化措置率につきましては、利用者からの申告ベースとな

るために正確な数値を把握できないという意見が出ているということで、まだまだ個社名

の公表ということに対しては、公表不可の事業者があるという状況でございます。 

 ５ページを御覧ください。先ほどのページで説明させていただきました意見につきまし

ては、以前から MVNO における課題として案内をさせていただいている内容でございます。

このような MVNO の課題を考慮いただきまして、オンライン契約におけるフィルタリング

サービスの促進について、ぜひ課題整理などの御議論をいただけないかとのお願いのペー

ジでございます。 

 具体的にはこちらの３点です。まず、オンライン契約における課題の整理です。MNO に
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おきましてもオンライン専用プランが登場するなど、今後オンラインによる契約が一般的

になってくるかと思われますが、現在の規定は店頭契約を前提としたものになっておりま

して、オンライン契約における申込み及び有効化措置の実施について、現状の MVNO の課

題を勘案の上、改めて議論をお願いいただけないかということでございます。 

 次に、OS フィルタリングの取扱いについての整理です。MNO は OS フィルタリングをフ

ィルタリングサービスとしてカウントしている、MVNO に関してはカウントしていないと

いう状況です。 

 OS フィルタリングを利用されることを申告された場合、事業者として申込数にカウント

することが適切であるか等についても議論の程いただけないかと思います。 

 ただし、OS フィルタリングは、申込数をカウントすることは可能だと思うのですが、継

続利用の状況について事業者で把握することはちょっと難しいのではないかと考えており

ます。 

 次に、通信と端末の分離における課題の整理でございます。改正により通信と端末が分離

されておりまして、従来の市場と異なりまして、契約手続を伴わない端末の乗換えというの

が普及するといいますか、出てくるかと思っています。 

 その場合に、乗り換えた端末での有効化措置の状況について、事業者では把握できないと

いう状況が出てくるかと思いますので、これは特に MVNO で多く出てくる案件かと思いま

すが、端末のみを購入する場合の有効化措置についても議論をいただく必要があるのでは

ないかと思われますので、こちらはお願いとなり大変申し訳ございませんが、御検討いただ

けると幸甚でございます。 

 ６ページを御覧ください。これからの事業者の取組、MVNO の業界の取組について説明い

たします。 

 こちらは、MVNO 各社へのベストプラクティスの共有についてです。数値報告と併せて、

各社の取組についてもヒアリングをさせていただいて、数値同様に好事例について、MVNO

委員会及び消費者問題分科会を通じて共有をさせていただきたいと思っています。 

 後ほど、各社の取組及び評価を御案内させていただきますが、同様の案内を MVNO 各社

へも共有させていただく予定でございます。 

 ７ページから９ページに関しましては、前回のタスクのときにも説明させていただきま

した、MVNO の独自ガイドラインについての更新の情報です。 

 ８月 25 日に更新させていただきまして、MVNO 各社へも案内済みでございます。今後は、
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このガイドラインの履行状況についても各社へ確認させていただきたいと思っております。 

 今回新しく追加した内容に関しましては、この７ページでいきますと、オンライン、これ

も以前から御指摘をいただいていた、申込みの際に、基本的には申し込むというのを前提と

したページ設定をしていただきたいということをガイドラインに載せさせていただいてお

ります。 

 ８ページにつきましては、保護者が使用しているスマートフォンを共有する場合につい

ても明記すべきということをガイドラインに追記させていただいています。 

 ９ページは、これは実は 1 月に更新させていただいた内容でございますので、割愛させ

ていただきます。 

 10 ページを御覧ください。10 ページ以降は、個社の取組と自社評価に関する課題につい

てです。全てを説明すると時間がございませんので、一部のみ案内させていただければと思

います。 

 まずは IIJ の取組でございます。今年度より、店頭での契約用として重要事項の動画化を

実施されております。内容の分かりやすさなどに寄与できているとのことです。 

 続いてオプテージの取組でございます。青少年の利用の契約が増えるタイミングで、割引

キャンペーンなどインセンティブ施策を実施されているとのことでございます。 

 11 ページを御覧ください。こちらはビッグローブの取組を説明いたします。以前より、

店頭用チラシの配布や、自社のオウンドメディアであります「しむぐらし」にて、青少年の

フィルタリングに関する記事を掲載されております。ここに掲げている３つです。このよう

な記事を掲載させていただいて、啓蒙活動を実施されているとのことでございます。 

 12 ページを御覧ください。こちらではニフティの取組を説明いたします。ニフティは独

自の自社のサービスを提供されておりまして、分かりやすい説明等を実施されているとの

ことでございます。また、インターネットサービス全体としても、セキュリティーサービス

の付帯をお勧めされておりまして、青少年の御家族への端末の設定も推奨されているとの

ことでございます。 

 13 ページ、最後のページでございます。こちらはイオンリテールの取組でございます。

これは以前、５月に説明させていただいている内容と同様ですので割愛いたしますが、ニフ

ティ同様に独自アプリの提供や、フィルタリングに関するオンライン向けの記事の作成な

どを実施しているという状況でございます。 

 MVNO 委員会からの発表は以上でございます。 



 -8- 

【中村主査】  どうもありがとうございます。 

 では続いて、ソーシャルメディア利用環境整備機構（SMAJ）の藤川さんからお願いでき

ますでしょうか。 

 

〈（一社）ソーシャルメディア利用環境整備機構から、資料 16―３「（一社）ソーシャルメデ

ィア利用環境整備機構ヒアリング資料」について説明〉 

【ソーシャルメディア利用環境整備機構】  ソーシャルメディア利用環境整備機構（SMAJ）

の藤川でございます。 

 資料 16－3 をお願いいたします。２ページ目について、改めてですが、SMAJ の青少年保

護の取組についてというところで、真ん中の四角の枠に４つの点、まずは青少年による SNS

等のコミュニケーションサービスによるリスクとその対策、その点を SMAJ 内会員各社と共

有して、保護施策の検討・実施をしているところでございます。 

 また、年齢等の利用者属性に応じた利用環境整備の推進、安心・安全な利用のための啓発。

最後に４点目、保護者等への安心・安全なサービスの利用に関する情報の提供。こちらの４

つの柱を進めているところでございます。 

 ３ページ目について先ほど申し上げたように、青少年の利用によるリスクや対策といっ

たところを SMAJ 内で共有しておりまして、その共有した内容に関しましては、SMAJ 内で

クローズな環境で構築しているわけですが、ユーザー保護ナレッジデータベースとしてデ

ータベース化して、会員間で共有しているところでございます。 

 今回２点、事例として取組を御紹介させていただきたいと思います。 

 まず Mｅｔａのサービスであるインスタグラムですが、新たな取組として、自分をフォロ

ーしていないアカウントや、最近フォロワーになったばかりのアカウントから届くコメン

トを、一時的に非表示または DM を「リクエスト」に自動で分類する。また、自分をフォロ

ーしていない 18 歳未満の利用者に大人がメッセージを送れない機能を導入する。こういっ

た取組を通して、DM 等で様々なアプローチするところを一旦停止等して、再考を促すよう

な機能が導入されたということでございます。 

 また２点目、LINE 株式会社の LINE ですが、現在開発中となりますが、ガイドラインに違

反する可能性がある投稿をしようとする場合に、AI を活用して投稿前に検知して、再考を

促す機能を開発中ということでございます。こちらに関しては、投稿の公開を前提とする

LINE 内の「タイムライン」等のサービスといったところで実装を予定しているということ
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でございます。 

 こういった事例を SMAJ 内で共有しているということでございます。 

 ４ページ目について、年齢確認の真正性の向上及び年齢等の利用者属性に応じた利用環

境整備の推進ということで、様々、青少年を保護する施策の実施のために年齢確認等を行っ

ているわけですが、この年齢確認自体のノウハウの共有、及びその真正性の向上といったと

ころを、SMAJ では検討を実施しているということでございます。 

 また、年齢等の利用者属性に応じて利用環境整備を推進しているところなのですが、今回

３点、御紹介させていただきたいと思います。 

 こちらは３つとも、いわゆるライブ配信のサービスになっておりまして、ライブ配信サー

ビスにおいてこのような取組を進めているという事例になります。 

 まず、株式会社ディー・エヌ・エーの「Pｏｃｏｃｈａ」でございますが、18 歳未満の利

用者に関してはアプリ自体の利用を制限しているということ。また 18 歳に関しては、夜間

の時間帯、22 時から朝５時まで配信を不可とするといった制限を加えているということ。

また 22 歳未満に関しては、ライブ配信サービス内のいわゆる課金機能の月額上限を設定し

ているということでございました。 

 ２点目のモイ株式会社の「ツイキャス」ですが、こちらに関しても、未成年のポイント購

入、いわゆる課金の部分の月額上限を設定しているということ。 

 また、３点目の株式会社 DｏｕYｕ Jａｐａｎのサービス「Mｉｌｄｏｍ」ですが、こちら

に関しても、やはり青少年や未成年の方の保護のために、年齢ごとのチャージ上限を設定し、

青少年の利用環境整備を推進しているということでございます。 

 ５ページ目について、SMAJ で実施しているサービスの安心・安全なサービス利用のため

の情報提供でございます。 

 当会合でもこれまで御紹介させていただいておりますが、SMAJ のウェブサイトにおいて、

各サービスの安心・安全な利用のためのサービスの提供をしてございます。 

 こちらは、より活用しやすい形式にするため、今、改編作業を進めてございます。具体的

には、スマートフォン等でも見やすくして、保護者の方等が利用しやすくできるようにとい

うところで進めているところでございますが、こちらは本年の 12 月に改訂予定となってお

りまして、改訂したものをリリースさせていただきたいと考えてございます。 

 また、こちらの取組に関しては、安心ネットづくり促進協議会様等とも連携をして、より

多くの方にこのサービスごとの情報を御利用いただけるように、普及・啓発を推進してまい
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りたいと考えているところでございます。 

 最後のページについて、いわゆる誹謗中傷等、人権等を侵害するような SNS 上の課題に

関して、現在、政府・関係団体の皆様と連携をしながら、この#NoHeartNoSNS、（「ハートが

なけりゃ SNS じゃない）」というスローガンの下、特設サイト等を開設して、今、取組を進

めているところでございます。 

 こちらは法務省人権擁護局様、総務省様、セーファーインターネット協会様と連携して、

４団体を主催団体として取組を進めております。今、開設している特設サイトに関しても、

より充実化を進めておりまして、また、より多くの方に活用いただけるように進めてまいり

たいと考えているところでございます。 

 SMAJ の発表は以上でございます。 

【中村主査】  ありがとうございました。 

 続いて、東京国際工科専門職大学の齋藤教授から説明をお願いしたいと思います。 

 

〈東京国際工科専門職大学 齋藤 長行 教授から、資料 16―４「東京国際工科専門職大学 

齋藤 長行 教授 ヒアリング資料」について説明〉 

【齋藤先生】  資料のほうが 16－4 です。改定版 OECD オンライン上の子供の保護勧告、

これからの ILAS に向けてということで、保護勧告の概要を説明させていただきたいと思い

ます。 

 まずは、このような機会を設けていただきまして本当にありがとうございました。OECD

の保護勧告の改定版の改定作業に３年、４年ほど関わってきましたが、その成果が国際的に

公表されて、なおかつ、これを日本の政策に反映させることができるという流れができると

いうことで、非常にうれしく思っております。 

 目次のページですが、このような流れで説明していきたいと思います。 

 これまで、2011 年の ILAS の開発時から関わらせていただきまして、その後 OECD のほう

に派遣され、日本の取組を国際社会に知ってもらうために活動してきました。その活動を踏

まえて、今回は OECD の改定作業にも関わらせていただいたという流れでございます。 

 ３ページ目について、私は OECD のポリシーアナリストを 2012 年から 13 年の間、務め

ておりました。その後も OECD の保護勧告の改定の専門家委員を務めてきております。 

 ４ページ目について、この OECD の写真は、日本の ILAS の成果を OECD の国際会議の場

で発表したときの写真でございます。 
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 ５ページ目について、OECD の青少年保護のプロジェクトに関わりまして、一番上の図、

子供がマウスを持っている、これは OECD の勧告をまとめたレポートでありまして、その下

に OECD の報告書、こちらは私が OECD で書いたものなのですが、こちらのほうを合本しま

して、『サイバーリスクから子どもを守る』という書籍の日本版を出しております。 

 ILAS の開発過程に関しましては、『エビデンスに基づくインターネット青少年保護政策』

のほうで紹介させていただいております。このような活動をしてまいりました。 

 ７ページ目について、2011 年に保護勧告改定の着手があって、2012 年に保護勧告が勧告

されたということです。 

 ８ページ目について、この OECD の改定される前の保護勧告は、今回の改定においてもそ

うなのですが、参照しているところは国際連合の子どもの権利条約です。子どもの権利条約

を基にして、子供のインターネットを利用する権利、参加する権利を最大限確保した上で保

護する、そのためにデジタル市民としての教育をしっかりしていきましょうということを

保護勧告で勧告しています。また、保護勧告のベースになるところの３点、エビデンスに基

づく政策、政策の協調――こちらのほうは、国内の省庁横断的にやっていきましょうと。そ

の一貫性のある政策を国際政策につなげていって、国境を越えるインターネットのリスク

に対処していきましょうというのが、OECD 勧告の基本的な主張、構造でございます。 

 ９ページ目について、日本の青少年保護政策においても、OECD などの国際機関との連携

を強化するということをうたっています。第２次青少年インターネット環境整備基本計画、

それ以降、３次、４次と積極的に国際的な場で日本の活動を公表し、なおかつ、海外の情報

を得て国内の政策に生かしていくというところがうたわれております。 

 10 ページ目について、2012 年に OECD 勧告が勧告されたのですが、その当時から比べ

て、子供たちのインターネット環境が大きく変わったということが言えます。もちろん

COVID－19 の影響も大きいのですが、まず子供に対するリスクの変化です。フェイクニュ

ースに惑わされる子供というのが、非常に国際的にも問題になっているということです。デ

ジタル技術の進化や、その中でのデジタルプロバイダーの責任は非常に大きいのではない

かという主張が、昨今の流れでございます。 

11 ページ目について、改定版の OECD 勧告の改定作業の流れですが、2017 年に、各国の

加盟国 34 か国にヒアリングをしております。このヒアリング内容作成にも私は関与させて

いただいて、実際のヒアリングにも貢献しました。その後 2018 年に、専門家グループの会

合が定期的に行われるようになりました。 
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 半年に１回くらいのペースで、当時はパリに集まって議論を重ねていたのですが、その時

に、参加者の中には国連関係の方もいらっしゃいまして、大きく、子どもの権利条約という

ところの意味合いが強く反映されていることと、それを受けて、英国の ICO のほうでは、

Age appropriate design code というものを施行しており、こちらは子供の年齢認証をしなさ

いという罰則規定付のコードなのですが、こちらの流れもあって、ヨーロッパの専門家の

方々は、チャイルドセーフティー・バイデザインという理念の下、OECD 勧告が作成されて

いるという流れがあります。 

 チャイルドセーフティー・バイデザインというのは、実は 2015 年に我が国が青少年保護

バイデザインというのを打ち出していて、実は我が国のほうが先行していたというところ

があります。 

 今年の５月 31 日に OECD 勧告が勧告されたのですが、その後、G20 の会合や G7 の会合

において、インターネットの利用者保護原則のほうに OECD 勧告がベースとなって参照さ

れているという影響を与えているというところです。 

 現在、この OECD 勧告を普及させるためのコンパニオンドキュメント、ガイドブックなる

ものを策定していて、ちょうど今朝、OECD のほうからまた会合があるという連絡を受けて、

ガイドブックの作成にも関わっていくような状況であります。 

 12 ページ目について、これは 2018 年スイスで行われた専門家委員会の会合の写真です。 

 13 ページ目について、コロナ以降は専門家会議をオンラインで開催するような形になり

ました。 

14 ページ目について、この３～４年間の活動をまとめたところで、左側の報告書は、各

国の青少年保護の政策動向がまとまっている報告書です。右側が、その中で子供たちが直面

するインターネットリスクの変容について概説されている報告書です。 

 15 ページ目について、こちらが OECD 勧告並びにデジタルサービスプロバイダーに向け

たガイドラインが記載されているブックレットです。 

 これら３冊をまとめて OECD のページからダウンロードできますし、現在、翻訳をしてい

まして、今年度末までには日本語版で出版する予定でございます。 

 16 ページ目について、先ほども申しましたが、OECD 勧告、G７や G20 のインターネット

安全性原則を策定する上でベースになって参照されているということで、OECD だけでなく、

各国際的な協議の場において影響を与えているという状況でございます。 

 18 ページ目について、OECD 勧告の構造は大きく３つに分かれております。安全で有益
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なデジタル環境の原則、包括的な政策の枠組み、国際協力の３本柱なのですが、この中で、

各項目、各論どれも重要なことなのですが、今回のタスクフォースで重要なところとしまし

ては、太字にしておりますが、「基本的価値」ですね、インターネットを利用するというこ

との基本的な価値は、子供であろうと大人であろうと同じだと。その中で「エンパワーメン

トと回復力」、レジリエンスを高めていくということが大事であろうと。包括的な政策の枠

組みとして、「デジタルリテラシー」の育成、「エビデンスに基づく政策」、そして「チャイ

ルドセーフティー・バイデザイン」を志向していこうという流れでございます。 

 19 ページ目について、これは勧告文の日本語訳なのですが、まず、基本的な価値のとこ

ろなのですが、その前の前文のところです。子供にとって安全で有益なデジタル環境をつく

り出す、それを提供することが大事であって、そのための基本的な価値として、ａ)インタ

ーネットを利用することにおいての子供の最善の利益、そしてｂ)デジタル環境において子

供の権利、そして保護、それらを尊重していくということが大事であるということです。 

 20 ページ目について、包括的な政策の枠組みとしまして、まずはそのためにデジタルリ

テラシーを促進する政策を推進しようということです。子供の年齢、成熟度、状況に応じて

デジタルリスクのカテゴリーを明確にし、公衆に知らしめると。 

 ｂ)のところ、子供たちに以下のような能力を身につけるということで、個人データがど

のように収集・開示・利用されているかということを子供たちに学んでもらうと。間違った

情報や偽情報に対処する際の回復力を高めて、情報を批判的に検討する能力を身につけて

いくと。そして、ユーザーを救済するための措置などを、コンテンツにフラグをつけるなど

の取組もあるという知識を身につけると。子供たちのリテラシーとスキルの進化を定期的

に測定することが大事であると。 

 21 ページ目について、先ほどデジタルリテラシーというところで、エビデンスに基づく

政策のところですが、こちらのほうは、法律・政策などの定期的な影響評価をしていこうと

いうことです。そのためにオールステークホルダーでやっていきましょうという勧告です。 

 22 ページ目について、ここが今回の包括的な枠組みの大きなところです。デザインによ

る年齢に適した子供の安全（Age-appropriate child safety by design）、この流れは OECD 勧告

だけではなく、国連の General Comment Nｏ.25 が出たのですが、こちらのほうでも、デジ

タル環境でチャイルドセーフティー・バイデザインというものの推進が求められるという

ことが強く訴えられております。 

 24 ページ目について、リスクタイポロジーの概要です。特徴的なのは、プライバシーリ
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スク、先端テクノロジーリスク、健康と幸福、デジタル・ウェルビーイングに関するリスク

に関しては、横断的にリスクに対する取組が必要であるということが主張されています。 

 26 ページ目について、これはデジタルサービスプロバイダーに対するガイドラインです

が、チャイルドセーフティー・バイデザイン、情報の提供と透明性、これは子供の情報への

アクセスを可能にして、子供が理解できる言葉で解説をしなさいということです。そして、

プライバシー、データ保護、商用利用ということで、子供に危害を加えるような可能性のあ

る方法でデータを収集しないということが求められている。ガバナンスと説明責任という

ことで、子供の最善の利益を促進するための方法と手順を用意するということであります。 

 27 ページ目以降は、今述べたことの詳細を原文のまま訳しているので、割愛させていた

だきたいと思います。以上でございます。ありがとうございました。 

 

〈総務省情報流通行政局情報流通振興課情報活用支援室から、資料 16―５「総務省情報流

通行政局情報流通振興課情報活用支援室資料」について説明〉 

【中村主査】  ありがとうございました。 

 では続いて総務省から、情報流通行政局情報流通振興課情報活用支援室の熊原補佐から

お願いいたします。 

【熊原情報活用支援室室長補佐】  情報活用支援室の熊原と申します。本年夏に業務分担

の見直しがあり、こちらの ILAS 調査が弊室の担当となりましたので、情報活用支援室から

ILAS の改訂に向けたスケジュール等について御説明させていただきます。 

 まず１ページ目を御覧ください。最新の ILAS 調査の結果につきましては、本年 5 月のこ

ちらのタスクフォースでも御紹介させていただいておりますので割愛させていただきます

が、簡単に概要を復習させていただきますと、こちらの ILAS 調査は 2011 年度に開発しま

して、2012 年度から毎年、高等学校 1 年生を対象としてテストを行っており、このテスト

と併せてインターネットなどの利用状況に関するアンケートを行って、青少年の ICT リテ

ラシーについて定点観測を行っております。 

 ここ数年は、おおむね 1 万人を超える規模の高校生を対象に調査を行っており、今年度

は文部科学省様にも御協力いただきまして、75 校の高等学校におきまして、1 万人を超え

る規模での ILAS 調査を実施しているところでございます。 

 ILAS につきましては、最初のテストを 2011 年に行っておりまして、その後 2014 年（平

成 26 年）度に改訂を行っておりますが、OECD の勧告ですとかリスクタイポロジー、リス
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ク分類の改訂が本年行われておりますし、また、前回の改訂から時間がたっておりまして、

設問の表現なども見直す必要がありますので、今般、ILAS のテスト問題等の改修を実施す

るというものでございます。 

 作業としては、２つ目の枠に記載しているとおり、まず平成 26 年度に見直されたリスク

リテラシーの定義リストの見直しを行いまして、このリストを基に、テスト問題の見直しや

新規開発を行います。 

 その上で、見直したテスト問題を高校 1 年生に実際に受けていただきまして、現状、今年

度までの問題と、改訂後の新たな問題で難易度がかけ離れたものになっていないか等の妥

当性・信頼性を分析しまして、最終的なテスト問題を定めて参る予定でございます。 

 現時点の想定スケジュールは以下のとおりでございまして、毎年 9 月以降に、こちらの

ILAS 調査を実際に行っているところなので、そちらに間に合うように改訂作業を進めてま

いります。 

 まず、委員会やワーキンググループなどで検討いただくのですが、こちらにつきましては

ICT リテラシーの有識者の方や統計の専門家の方、教育現場の方などに構成員となっていた

だきまして、検討を中心として行い、本年度中に改訂、テストの問題案を策定いただきます。 

 そして、来年度早々に試験的に、高校生 100 名程度を対象としたプレテストを実施いた

しまして、問題の妥当性などの評価を行いまして、夏頃までに改訂版のテスト問題を確定さ

せていくスケジュールを検討しております。 

 ２ページ目以降につきましては、先ほど齋藤先生御説明いただきました内容と重複いた

しますので説明を割愛させていただきますが、特に４ページ目につきましては、先ほど齋藤

先生からありましたが、もともと ILAS 調査で参照しているこれまでのリスク分類と大分構

成が変わっておりますので、こちらの最新版のリスク類型に、今後の ILAS 調査も構成が合

うように検討していく必要があると考えております。 

 私からの説明は以上でございます。ありがとうございました。 

【中村主査】  ありがとうございます。ひとまずここで一区切りということで、ここまで

の TCA、テレサ協、SMAJ、そして齋藤さん、総務省からの御報告について、質問、コメント

等あればお願いしたいと思います。委員の方、いかがでしょうか。 

 上沼さん。 

【上沼構成員】  今回、OECD の改定の御説明をいただいて大変参考になったので、齋藤

先生に伺いたいと思います。エビデンスベースの政策立案はこの前の勧告から入っていた
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と思います。この点、日本では ILAS を行っていますが、ほかの国ではエビデンスに基づく

政策の推進のために、どのような方法で青少年のリスクを判断しているのか、もし分かれば

教えていただければありがたいなと思います。よろしくお願いします。 

【齋藤先生】  上沼先生、御質問ありがとうございました。非常に、私もこれは一番のメ

インの課題だと思っております。 

 まず現状を申しますと、インターネットリテラシーに対しての可視化、そしてその結果を

受けて政策に反映させようという流れというのは、日本が先行しており、OECD 加盟国、あ

と国際社会を見ても、インターネットリテラシーを基にした政策というところまでの取組

は、私の知る限りではされていません。OECD の会合に参加して、各国の代表者、専門家が

発表する中ではそういう発表はありません。あるのは、各国の青少年の利用状況を国際比較

しているという取組はあります。 

 日本のところで、残念ながら日本とほかの国との比較というところまでは至っていない

のですが、ヨーロッパでは特に、御存じかもしれませんが、EU キッズオンラインというネ

ットワークがあるので、そちらで EU 加盟国 23 か国の比較をしている調査があります。 

 あと、EU キッズオンラインの取組を主導している、ロンドンエコノミックカレッジのリ

ビングストン先生が今度はグローバルキッズオンラインという取組をやっていて、南米を

中心とした 11 か国の比較をしています。 

 これまでも、デジタルリテラシーの比較というものはしておりません。子供の利用状況、

保護者の利用状況の国際比較をやっています。 

 それが、特に EU キッズオンラインの取組は EU の政策に反映されている、参照されてい

ます。 

 OECD が前の勧告でエビデンスに基づく政策をやろうとしていてやっていないのかとい

うところなのですが、これからです。そこが、実は今、改定版 OECD 勧告が出ましたので、

これを受けて、次のステップの課題として、1 つは勧告を各国で施行できるようにするため

のガイドをしていく、補助的な支援をしていくということが 1 つ。もう 1 つは、国際比較

に着手していこうというところの流れになっています。 

 ただ、これは子供たちのデジタルリテラシーを比較するところまで行くかどうかは未定

です。と言っても、OECD の委員会には PISA テストをやっているメンバーも入っているの

で、そういう流れにはなっていくのではないかという状況であります。 

 以上です。 
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【上沼構成員】  ありがとうございました。 

【中村主査】  曽我部さん、いかがでしょう。 

【曽我部主査代理】  私の質問は、齋藤先生の御報告を受けた対応についてなのですが、

齋藤先生の御報告の後にいただいた総務省からの報告では、ILAS について改訂を考えると

いう御報告だったと思うのですが、今回の OECD 勧告の改正は、その点だけではなくてもっ

と幅広なものかと思いますので、全体についてどういうふうに対応していくのかというこ

とについてお伺いしたいということです。 

 具体的な点として、一つは齋藤先生の御報告の後半にあるデジタルサービスプロバイダ

ー向けのガイドラインというのがあるところと関係しておりまして、そこの中で齋藤先生

の 30 ページ辺りですかね、ガバナンスとアカウンタビリティーというあたりでデジタルサ

ービスプロバイダーに対応を促すというのがあるかと思います。この関係について、日本で

どういうふうに受け止めていくのかというところです。 

 このガバナンスとアカウンタビリティーということでいうと、まさに総務省の別の検討

会であるプラットフォームサービス研究会のほうで、プラットフォーム事業者に対してア

カウンタビリティー、透明性を求めるということをやっておられますので、この青少年保護

に関しても、あちらのほうでアジェンダというか関心の 1 つとして入れていただくといい

のかなと思っております。 

 先般公開されました中間取りまとめにも、青少年保護というのは何か所か記載がありま

して、決してスコープの外にはないというふうに思っておりますので、そこをもう少し明示

的に、前に押し出すような形で進めていただけるといいのかなと思っておりますので、また

御検討いただければと思います。 

 以上です。 

【中村主査】  ありがとうございます。これは総務省のほうからコメントありますでしょ

うか。 

【片桐消費者行政第一課長】  総務省消費者行政第一課長の片桐でございます。曽我部先

生、どうもありがとうございます。 

 現時点において、総務省としての対応方針を決めているがあるわけではありませんが、お

っしゃるとおりかと思います。今、プラットフォーム研究会では、青少年に特化した形では

ない形で議論が行われていると承知しております。特にガバナンスとアカウンタビリティ

の観点で青少年に特化したアドオンの部分があるのかないのか、そういった部分がある場
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合、行政として何をすべきかといった点も含めてご指摘いただいた点については、事務局に

おいて少し整理させてください。 

 また行政として取り組む点があった場合、どの検討会において御議論いただくのがふさ

わしいのかについても、御相談させていただければと思ってございます。 

 以上でございます。 

【中村主査】  ありがとうございます。 

 では続いて、益川さん、お願いします。 

【益川構成員】  益川です。今回の様々な情報提供でいろいろ前に進むなという感触が得

られて、とてもうれしいなと思いながら聞いておりました。 

 ただ、その中で 1 件気になったことがありまして、MVNO の個社名の公表に関してです。 

 改めてアンケートを取っていただいて、大変よかったのかなと思うのですが、結果、今回

も非公開となっております。 

 ただ、個社名公表について、公表可とした会社が６社あって、過半数を超えているんです。

こういうことも考えて、さらにいろいろな取組を進めていくために、例えば条件付公表可が

３社いて、公表不可が２社いて、次のページにそれぞれ課題点を出されているわけです。 

 こういうことを鑑みますと、公表できる会社は公表していただいて、例えば公表不可の会

社は、こういう理由で不可能なのだという形で公表しないということを公表していくこと

が大事なのではないか。また、条件付公表可のところは、その条件をきちんと示して公表し

ていく、そういう姿勢が大事なのかなと思ったのですが、いかがでしょうか。 

【テレコムサービス協会】  MVNO 委員会の井原でございます。御意見ありがとうござい

ます。おっしゃるとおり、実際に公表可とする企業、条件付公表可も合わせまして、公表可

でいいのではないかという意見のほうが実は多いという状況でございます。なので、アンケ

ートの際にも、基本的には公表するという前提で今後議論をしていきたいという案内をさ

せていただいております。 

 一つ、気にさせていただくところがあるとすれば、公表をするということは、公表されて

いない企業というのもある種分かってくるということになりますので、その辺りを整理さ

せていただいて、次回以降、具体的に、公表を前向きにといいますか、できるように議論を

進めさせていただく予定でございますので、今回いただいた御意見を改めて、来週また消費

者問題分科会がございますので、そちらのほうでも案内させていただいて、具体的に進めら

れるようにしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 
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【益川構成員】  ありがとうございます。ぜひ前向きな検討をよろしくお願いします。 

【中村主査】  ありがとうございます。これについては以前から課題でもありますし、ほ

かの委員の皆様も同様の御意見をお持ちの方もたくさんおられるかと思いますが、今お話

がありましたように状況や空気も変わってきているというふうにありますので、必要に応

じて、またここでの議論も深めたいと思います。 

 森さん、お願いします。 

【森構成員】  御説明ありがとうございました。私も実は益川先生と全く同じ意見なので

すが、重ねて申し上げておきたいと思います。 

 1 つは、まさに全く同じでございまして、こういうアンケートの結果もこのような状況で

すので、公表するところに公表していただいて、公表しないところには公表しないこととそ

の理由を書いていただくのがいいのではないかと思います。要するに、集団的に行動するこ

とのメリットがあまり感じられませんので、公表していただくと。先ほどの MVNO 委員会

さんからの御説明を伺って、今後のこととしてはあまり心配しなくてよさそうだというこ

とが分かりました。 

 もう 1 つは、MNO との状況の違いみたいなことをいろいろお書きいただいています。ス

クリーンタイムのお話ですとか、オンラインが多いというようなこともお書きいただいて

いますが、それはそれで伺いますというか、皆さん、そういう違いがある前提で数値を見る

ことはできます。MVNO と MNO を比較してどうかという話ではなくて、やっぱり MVNO さ

んの中でどのように取り組まれているかということが知りたいわけでして、そこで足並み

をそろえて皆さんでやっていただきたいということが趣旨ですので、これらの理由は、もち

ろん違いがあるということは承りますので、その前提で公表していただければと思います。 

 以上です。 

【中村主査】  ありがとうございます。 

 山口さん、お願いします。 

【山口構成員】  国際大学の山口です。様々御説明いただきましてありがとうございまし

た。私からは、主に資料１から３に関連するところで幾つかコメントと質問をさせていただ

ければと思います。 

 まず、MNO さんの取組については、各社の取組が非常に進んでいるなというふうに感じ

ました。これまでの本会議の内容並びに打ち出された方針に沿った内容を、かなり適切にや

られているなと。また、様々な方法でコンテンツを消費者に啓発している様子もよく分かっ
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て、非常によい活動だと感じました。 

 その上で、資料１から３といいますか、MNO、MVNO、SMAJ 全てにほとんど共通したコ

メントになるのですが、どういう条件とシチュエーションで情報を伝達しているかという

情報をもっと見たいなというふうに感じました。 

 例えば、よい冊子を作っていて、その内容もいろいろアップデートしていただいているわ

けですが、それはどういう相手にどこで配っていて、どれぐらい部数があるのか。例えば動

画も作られていますが、動画をどう活用しているかとか、さらに、資料を読ませていただい

ておりますと、口頭ではなかった詳細の部分もありますが、企業によって取組も違いそうな

のですが、恐らくコンテンツだけじゃなくて、ディストリビュートの方法というのもかなり

違っていると思うんです。 

 今後は、コンテンツの中身というよりもディストリビュートの方法、仕方を議論するのが

重要なんじゃないかなと考えておりまして、例えばスマホ教室というのが書かれていまし

たが、その件数とか、あるいはどういう対象にどういう条件でやっているのかとか、ひいて

は、ベストプラクティスの共有にもつながるかなというふうに感じました。 

 これは SMAJ さんの取組も同様でして、例えば、保護者による適切なペアレンタルコント

ロールの活用などのために、安心・安全なサービス利用のための情報提供というふうになっ

ておりますが、例えばそのページにどれぐらいアクセスがあったのか、あるいは、やっぱり

ページを作っているだけだとどうしても啓発効果は薄いものとなりますので、ディストリ

ビュート方法を今後どうしていくのかみたいな話が上がってくるといい時期なんじゃない

かなと感じております。 

 MVNO さんについては、これまでに出ていた意見を踏まえて、それこそ先ほどから議論を

やっていますが、個社名の公表とか今後の対応などについても検討を提示していただけれ

ば大変よいと思っております。 

 しかしながら、今日の資料を見る限りだと、業界の指針に記載しましたみたいなところが

メインになっていると思います。具体的にフィルタリングサービスとかネットの危険性に

ついてどのように伝えているかというところが気になるところでして、各社の取組の中に

少し書かれていたりもするのですが、そういったディストリビュートのところをメインで

もっといろいろな情報を見ることができると、議論も進んで、さらにそこからベストプラク

ティスの共有になるかなというふうに感じた次第です。 

 以上です。 
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【中村主査】  ありがとうございます。これは何かコメントを求めますか。 

【山口構成員】  何かあればぜひと思いますが、私としては特に回答要求ではないです。 

【中村主査】  はい。次行ってみましょうか。尾花さん、お願いします。 

【尾花構成員】  取組をご紹介いただいたみなさん、事前説明との重複を避け、短めにお

話しいただきましたことに、感謝いたします。 

 最初に TCA さんの資料の９ページにある、「見知らぬ相手」という表現が気になります。

４社共通メッセージとして啓発されるとのことなので、この表現はもう一工夫必要かと。 

 前々から何度も申し上げていることなのですが、子供達は SNS でやり取りをしている相

手を「知らない人」とは思っていません。実際に会ったことがないという意味で「見知らぬ」

とするのは間違っていないのですが、写真や映像で見て知っているつもりでも、それが本当

の姿かどうかの判断は難しく、だまされたり危険な目に遭ったりすることもあるという現

状を考えると、「見知らぬ相手」という表現で意図が正しく伝わるかどうか不安です。その

ため、もう一工夫あったら、より具体的に伝わるのではないかと思いました。 

 MNO さんは常に前向きにさまざまな取組をされており、本タスクフォースの回を重ねる

ごとに新たな展開が感じられます。今後も、青少年の安全利用のための、さらなる展開を期

待したいと思うのと同時に、フィルタリングに関する責任や負担を少し緩和しても良いの

ではないかとも思います。 

 現在 18 歳未満に適用されているフィルタリングは、アプリにより端末上でコントロール

するあんしんフィルターと、4G（LTE）、5G などのキャリア提供電波上でコントロールする

ネットワークフィルタリングの両方です。当初、子供の携帯電話（ガラケー）利用の安全性

を保つために必要だったネットワークフィルタリングですが、スマホの時代となり、自宅で

も外出先でも Wi-Fi 利用が出来るようになり、OS 事業によるコントロールツールが提供さ

れている今、その役割を見直すタイミングが来ているのではないでしょうか。進化や発展の

スピードが著しく、変化の激しい ICT 業界。携帯電話時代の遺産をいつまで、どのような形

で使い続けるかを含め、現状や今後のニーズに合った青少年に優しい環境づくりのために

さまざまな角度から検討・模索をしなければなりません。 

青少年インターネット環境整備法においては、18 歳未満の子供が使う携帯端末はフィル

タリングの利用を前提に販売することになっています。せっかく、OS と共に提供されてい

るフィルタリングサービスがあるのですから、OS 事業者さんにご協力を働きかけ、これを

青少年のためのフィルタリングとして活用できないものかと考えます。 
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 これまで、キャリアさんの努力に頼って来たところがありますが、使い方も多種多様にな

ってきたことから、窓口対応の難しさ等、そろそろ限界に近くなっているような気がします。

OS 側でベーシックなフィルタリング＆コントロールを行うようになれば、携帯電話会社や

機種ごとに使い方が異なるということもなくなり、負担軽減にもつながると思います。 

 「低年齢の子供に保護者のスマホを貸す際にはフィルタリングを！」と声高に叫んでも、

あんしんフィルターとネットワークフィルタリングがペアになっている現状では、あんし

んフィルターを一時的に解除してもネットワークフィルタリングが有効のままなので、大

人にはとても使いにくいのです。普段大人が使うときに、フィルタリング環境を解除するに

は、電話や店舗でネットワークフィルタリングを外してもらわなければなりません。 

 携帯端末側でフィルタリングが有効になっていれば、ネットワークフィルタリングはあ

ってもなくても大きな問題は生じません。それよりも、フィルタリングのない大人の利用環

境で幼い子供が利用するほうが問題です。フィルタリングのオン・オフ切り替えができるこ

との重要性と共に、ネットワークフィルタリングの存在意義や在り方についても考える必

要があると感じます。これから、みなさまと一緒に検討できればと思っております。 

 次に、MVNO さんの取組について。今回は、それぞれの課題と取組の状況、そして自己評

価といった感じで丁寧にまとめていただいており、じっくり読ませていただいたのですが、

各社それぞれ努力していただいている状況が大変よく分かりました。ただ、御紹介いただい

た内容は、現状と、どんな背景があってこうなっているという御説明にとどまっている気が

します。 

 フィルタリングサービス申込みにご苦労をされているのであれば、こういったことが足

かせになっているとか、どんな要因や事情があるとか、会社名などは伏せていただいて結構

なので、具体的なことがわかれば出来ることも見えてくると思うのです。例えばですが、ス

マホ事業は本業とは異なるジャンルのため難しい点がいろいろあるというケースもあるか

もしれませんし、販売員への教育体制がなかなかできない、オンライン販売でいろいろ工夫

しているものの効果的な導線などのウェブ制作におけるノウハウを持っていない、フィル

タリングを利用すると月額料金が高くなってしまう、といったように、思うように進まない

具体的な理由があれば、お聞かせいただきたいなと。せっかくのタスクフォースなのですか

ら、解決するためのステップをここで考えていけるんじゃないかなと思うのです。何か、

MVNO さんがフィルタリングの申込促進でネックになっていそうなことが思いつくようで

したら、その内容をお教えいただければ幸いです。 
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 3 つ目は、SMAJ さんのご発表内容について。資料の 3 ページ目に「12 月に改訂予定」と

あったのでとても期待しているのですが、その次のページにある「#NoHeartNoSNS」のさら

なる充実化についてはいつ頃になる予定でしょうか。以前も申しましたが、ここはあまり使

い勝手がよろしくないというか、ポータルサイトとしてはコンテンツに乏しく、あまりよい

出来栄えだとは思えないまま続いているので、ここの改訂がいつ頃になるのか、予定や目標

があれば教えてください。 

 4 つ目は、OECD の内容について。齋藤先生のお話、ILAS の経年変化等、私も身近で長年

見てきたので、大いに期待したいところです。1 点だけ、リテラシーに関し日本以外の国は

調査をされていないということでしたが、御発表の中に、「子供・若者たちはフェイクニュ

ース等に影響を受けている」というチャートがあったと思います。このことは世界的に共通

認識であることは十分理解してはいますが、リテラシー調査をやらず、利用実態調査だけを

やっている状況の中で、今、子供たちがこんな問題に直面しているという OECD で語られた

チャートのベースになっている情報・根拠のようなものがあれば、それを教えていただけた

らなと思います。 

 簡単にまとめますと… 

 MNO さんに対しては、今後の取組や新たな展開を期待しますということです。 

 テレコムサービスさんについては、フィルタリング利用促進が足踏みしていることに関

する具体的な悩み等があれば、一緒に解決していきたいので教えてくださいということ。 

 SMAJ さんに関しては、「#NoHeartNoSNS」のさらなる充実は、いつ頃、どんな形で目指さ

れているのか。 

 最後に、OECD での取組をご紹介いただいた齋藤先生には、フェイクニュース等、今、子

供たちが直面している問題の根拠になるようなデータがあるようでしたら、お教えいただ

ければと思います。 

 以上でございます。 

【中村主査】  では、順にお願いします。 

【テレコムサービス協会】  テレコムサービス協会 MVNO 委員会の井原でございます。

御質問いただきありがとうございます。 

 MVNO の課題に関しましては、非常に実際問題としては多くあるかと思っております。一

番大きな要因としましては、やはりオンラインでの契約ということになりますので、このフ

ィルタリングの重要性等について口頭で説明するわけでもなく、御利用者、御契約者本人、
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保護者の方自体がしっかり御確認をいただき、御理解をいただいた上で申し込んでいただ

くという手順を踏んでいくということになりますので、ここが、もう比較すること自体がお

かしいということになるかもしれませんが、MNO さんでいきますと対面でしっかりと説明

をされた上での数値、MVNO に関しましてはオンラインで、利用者自体が自分で納得して契

約するということになりますので、ここの大きな違いはあるかと思います。 

 ただ、これが問題であるというよりは、こういう結果になっているということに対して、

今後、例えば MNO 店舗で接客をすればこうなるんだけれど、オンラインの場合はなかなか

御自身で理解される環境がないので、そうすると、その方に対してどのような案内をしてい

くかということを、業界としても取り組んでいかなければいけないと思いますし、いろいろ

な方法で伝えていくということが課題になるのかなと思っています。これはオンラインだ

からこそというわけではなく、オンラインにはこういう問題があるので、ここをどう取り除

けばいいのかなというようなことであるかと思っています。 

 あと、有効化措置、ここだけは決定的に違うかと思っておりまして、本来、出荷の段階で

事業者側で設定して発送、出荷させていただければ、有効化ということに関しては 100％と

言うこともできるかと思うのですが、どうしても、親御さんからのアカウントの設定である

とか、事前には設定できないということがありますので、結果的に御契約いただいた保護者

の方に後日設定していただくということになりまして、それに対して、現状でいきますと、

ガイドライン上ではメール等で案内をいただくことになるということで、御申告というこ

とになっていまして、ここが実際問題として本当の有効化率なのかどうかというところが

明確にはなっていないということでございますので、実際もう少し、後ほど御報告させてい

ただくので有効化措置率は出るのですが、それが 100％そういう実績かというとそうではな

くて、もっと実際に有効化をしていただいているのでしょうけれども、そこが見えていない

ということで、改めて言いますが、設定して出荷できないということ、ここが非常に大きな

問題かと思っております。 

 もう 1 つが、どうしても、有料無料の部分かと思っております。MVNO の場合は、基本的

には自社でサービス、アプリケーションをつくっているわけではなくて、サードパーティー

のアプリケーション等を利用させていただいてお客様に御提供させていただいていますの

で、こちらを無料化するということは経営的には非常に難しいかと思っています。 

 とはいえ、これを有料にすると MNO さんよりも料金が高いのかというとそうではなくて、

それでも安いということになっているかと思いますので、料金がどうしても発生するとい
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うことが一つの障壁になってはいるのですが、それが全てではないとは思っています。 

 もう 1 つは、先ほどから出ています OS 事業者からのフィルタリングに関しては、カウン

トできていないということでございます。ただ、これは本来、しっかりと OS 事業者のフィ

ルタリングでも対応可能ということで、我々のほうからも御説明をさせていただいて、御利

用者の方が納得いただけるということをつくっていって、有料でなければ必ずそれを申し

込んでいただきたいとさせていただくだけでも変わってくるのかなと思っていますので、

実は、OS 事業者様とも先日、MVNO の課題についても御説明させていただいて、今後議論

をしていきたいということもお伝えさせていただいていますので、この辺りも一つ一つ潰

させていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

【尾花構成員】  井原さん、ありがとうございます。オンラインでの申込まれた 18 歳未

満が利用する端末の場合、自分でフィルタリングアプリをダウンロードしたりしなければ

使えない環境で出荷している端末もあるわけですね。 

【テレコムサービス協会】  基本的には全て御自身で設定いただく前提になっています

ので、アプリケーションとして入っている場合もありますが、有効化は一切されていないと

いう状況ですので、届いたときに御設定いただくということしか現状できていないという

ところです。 

 ここはアプリ事業者さんに、例えばボタンを一個押すだけで簡易なフィルタリングがか

かるようなものにさせていただいて、後日お客さんのところに届けば、その後必ず設定をし

なければ使えないみたいなことができないかとか、そういったものも、個社としてはアプリ

ベンダーさんにお願いをしているということではございますが、出荷の段階では入ってい

ないという状況でございます。 

【尾花構成員】  ということは、端末に設定方法を示した紙とかは入っているのですか。 

【テレコムサービス協会】  そうです。その辺りはしっかりと入れさせていただいていま

すし、オンラインのほうでもしっかりと設定手順等は分かるようにさせていただいていま

す。その辺は、各社しっかりと工夫して御案内のほうをさせていただいている状況でござい

ます。 

【尾花構成員】  利用者さん側には、18 歳未満は一応使わなきゃいけないということは

伝わっているということですね。そういう意味で、分かっている方が 100％、今御提示いた

だいているのが、有効化したと判明している数であり、その間のグレーゾーンがすごく大き
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いと考えて、そこをできるだけ見える化するにはどうしたらいいかという部分を、これから

より一層工夫していかれるという感覚でよろしいですか。 

【テレコムサービス協会】  そうですね。今回、ガイドラインの見直しをさせていただい

て、とにかく 100％、まず利用者の確認はしましょうということと、しっかりとアナウンス

すべき内容も業界として統一していきましょうということで、ガイドラインの見直しもさ

せていただきましたので、今後さらにその辺りも改善させていただけるのかなと思ってお

ります。 

【尾花構成員】  どうもありがとうございます。よく分かりました。 

【テレコムサービス協会】  ありがとうございます。 

【中村主査】  SMAJ さん、お願いします。 

【ソーシャルメディア利用環境整備機構】  ありがとうございます。藤川でございます。

「＃NoHeartNoSNS」の特設サイトの充実化ですが、現時点で、いつというふうに今、確実

な日程は申し上げられませんが、少なくとも例えば半年後とかいったスパンではなく、もっ

と短いタイミングでリリースできるというふうに考えております。 

 以上です。 

【尾花構成員】  ありがとうございます。 

【中村主査】  齋藤さん、お願いします。 

【齋藤先生】  御質問ありがとうございました。前段、エクスキューズさせていただきた

いところがあります。デジタルリテラシーの調査はやっていないというところなのですが、

具体的に言うと、恐らく個々の国で教育政策として、教育の領域でインターネットリテラシ

ーの調査などはやっていると思われます。ただ、OECD の委員会のほうで、デジタルリテラ

シーを基にした政策を行っている国の事例ということは出てきていないということです。 

 ということはどういうことかと言ったら、これはあくまで推測ですが、教育政策の領域で

は日本でも個々の研究者がやっていたりするので、やっている可能性はありますと。しかし

ながら、それがインターネットの利用環境整備の視点において、リテラシーを基にした利用

環境整備をしていこうという政策を行っている国の事例は、残念ながら出てきていないと

いうところです。 

 そういう意味では、利用環境整備の政策に生かすためのエビデンスとして、青少年のイン

ターネットの利用状況、デバイスの利用状況、保護者の状況の国際比較というのは、EU キ

ッズオンラインのところ、リビングストン教授のグループがやっています。 
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 そういう意味で、昨今のフェイクニュースをはじめとする青少年のリスク問題というと

ころですが、それに関するエビデンス、その辺は、繰り返しになりますが、UK キッズオン

ラインのほうでかなり調査が行われております。 

 UK キッズオンラインのほうと連携しまして、ユニセフのイノチェンティ研究所のほうで

もそのような調査報告があって、その調査報告のエビデンスを基にして、彼らが政策報告書

などを策定しているという状況であります。 

 尾花先生の御質問とは離れて、曽我部先生からの御質問のところに付け加えさせていた

だきたいのですが、ガバナンスとアカウンタビリティー、青少年保護に関して、サービスプ

ロバイダーの貢献を促すようなガバナンスとアカウンタビリティーのところで、それは何

も OECD だけではなく、これは国際機関の潮流であって、欧州評議会であったり、ユニセフ

であったり、そちらのほうとも連携して同調したような形の政策を取っているという状況

であります。 

 以上です。 

【尾花構成員】  ありがとうございます。 

【中村主査】  ありがとうございました。 

 では続いて石田さん、お願いします。 

【石田構成員】  石田です。よろしくお願いします。最初に、これは尾花さんと重なって

しまうのですが、テレサ協さんが端末のフィルタリングの話をしていらっしゃいましたが、

５ページの、フィルタリングの各社の数値の３番のところに端末を分離で販売した場合の

ことが書かれているのですが、現在、端末だけを販売した場合でも、年齢確認を行って、な

おかつフィルタリングの説明とかは全部入っているのでしょうか。 

 あと、SMAJ さんに質問なのですが、いろいろな取組をしていただいて、すばらしいと思

ったのですが、そのスケジュール感みたいなものをお伺いしたいです。３ページのところに、

LINE さんが、ガイドラインに違反するような投稿は、AI を活用して投稿前に検知して再考

を促す機能を開発中、と書いてあるのですが、これができたらかなりいいんじゃないかなと

思ったのですが、これはどのぐらいのスケジュールで実行されるのかというあたりをお伺

いしたいのと、あと５ページのところで、2021 年の 12 月に改訂予定と書いてあって、安心

ネットづくり促進協議会さんとの連携で、サービス情報を活用した保護者の関与を促進す

る普及啓発となっているのですが、具体的にはどういうようなことを考えられているのか

というのと、12 月改訂で、こちらのほうも併せて始められるということなのかということ
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をお伺いしたいと思います。 

 それと４ページの取組の中で、年齢に応じて上限を定めるというような内容の各社さん

の取組があるのですが、この年齢が本当に何歳なのかというのが正しいのかどうか、年齢確

認のノウハウ等を共有するとともに、年齢確認の真正性と書いているのですが、具体的には

どうやって確認するのかとか、年齢を先に打ち込んでもらうとか、その辺りをお伺いしたい

と思います。分かる範囲で結構です。 

【中村主査】  ではテレサ協さんと SMAJ さん、それぞれお答えいただける部分がありま

したらお願いします。 

【テレコムサービス協会】  MVNO 委員会の井原でございます。御質問ありがとうござい

ます。端末のみの販売に関しましては、事業者が販売している場合は、端末のみというより

は、例えば機種変更であっても契約手続が伴うというのがほとんどなのですが、現状、SIM

フリーの端末に関しましては、どちらかというと小売業が販売をしているという形になっ

ておりますので、オンラインでいっても例えば Amazon さんが販売をしていたり、ヨドバシ

さんやビックさんで端末のみを購入するということになりますので、事業者が提供してい

るというよりは販売店が販売をしているということになりますので、ここの中で、御利用者

の確認というのは恐らくされていないのではないかと思われますので、まさに今後の課題

なのですが、先ほど尾花先生がおっしゃられたとおり、OS フィルタリングみたいなところ

に踏み込んでいかなければならないようなことになってくるのではないかなと考えており

ます。以上でございます。 

【石田構成員】  そうすると、多分注意書きみたいなものも入っていないということにな

るのでしょうか。 

【テレコムサービス協会】  そうですね、そこはおっしゃるとおり、今、御質問いただい

たので、その辺りも今後確認はしていきたいなと思っております。 

【石田構成員】  ありがとうございます。 

【ソーシャルメディア利用環境整備機構】  では、SMAJ の藤川からお話しさせていただ

きます。まず、LINE のサービスの、投稿の再考を促す機能ですが、年明け以降を予定して

いるということでございます。ただ、まだ時期は確定していないということになりますので、

また次の機会等でお話しさせていただこうと思います。 

 ２点目、保護者等に情報提供する、安心協さんとの連携ということなのですが、こちらに

ついては、まさに先ほど山口先生からも御指摘いただいた、いわゆる情報をいかに届けるか
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というところ、そこの部分をまさに安心協さんと連携をして補完していけたらということ

でございます。時期に関しましては、12 月以降リリースして、その後どういうふうに活用

するのかといったところを、安心協さんのほうにも御助言いただきながら進めてまいりた

いと思っておりますので、今時点で安心協さんと具体的に、いつやるというところまではま

だ決まっていない状況でございます。 

 ３点目、年齢確認に関してでございますが、御指摘というか御質問があったとおり、年齢

確認に関してはサービスによって形態が異なっております。多くはユーザー自身に年齢に

関する情報を入力してもらうようなやり方といったところがほとんどという状況でござい

ます。こちらの真正性をどうやって高めていくのかといったところが課題になっておりま

して、その点、事業者間でノウハウを共有しています。例えば LINE に関しては、年齢確認

に関して、携帯キャリアさんのほうから、いわゆる利用者の年齢情報を 18 歳未満か否かと

いったところでフラグのような情報をいただいて活用させていただいているという状況が

ございます。こういったノウハウを事業者団体として会員間で共有して、ほかのサービスに

も活用できるのかどうかといったところを今、検討しているところでございます。 

 以上でございます。 

【石田構成員】  ありがとうございました。 

【中村主査】  では、尾上さん。 

【尾上構成員】  尾上です。２点あったのですが、１点は先ほど年齢の件で話が出ていま

したので割愛させていただきたいと思います。 

 根本的なところなのですが、各位御報告をいただいてありがとうございます。大変参考に

なりました。例えば TCA さんの、「未就学児の保護者様へ」というように書かれているソフ

トバンクの提供資料とか、NTT さんの「低年齢」、KDDI さんの「未成年御利用者」というよ

うなところとか、SMAJ さんの４ページにあるような年齢区分であったり、「未成年」という

表記であったり、「青少年」や「未成年」という表記で、保護者の立場からすると、どうい

った区分でこれがされているのかというのは分かりにくくなっているんじゃないかなと。

我々会議のメンバーはある程度、理解は進んでいるとは思うのですが、表に出す資料とすれ

ば、全くこの区分が分からないという状況なんじゃないかなと思いますので、一旦また整理

をする必要があるのかなと思いました。 

 以上です。 

【中村主査】  どうもありがとうございました。 
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 大体委員の皆さんから御発言をいただきましたけれど、米田さん、何かありますか。 

【米田構成員】  今までのところで、私からは特に齋藤先生が話題にされた OECD 関連の

リテラシーの部分をぜひさらに進めていっていただきたいと考えます。ちょうど来年から

新しい教科、「情報」という科目が高校で始まります。必修科目となります。あわせて大学

入学共通テストにも加わることが確定しています。今後教育現場で注目されることは間違

いありません。ぜひ広報的にも活動的にもうまく広めて、また ILAS とも連携させてもらえ

たらと思います。 

以上です。 

 

② フィルタリング申込率・有効化措置率の四半期報告について 

【中村主査】  ありがとうございます。今日はもう 1 つ議題がございまして、といっても

先ほど来御指摘をいただいているフィルタリングの状況の報告、共有でございます。 

 改めてそれを TCA さんとテレサ協さんからお話をいただければと思います。 

 まず TCA さんから、資料 16－6 をお願いできますでしょうか。 

 

〈（一社）電気通信事業者協会から、資料 16―６「（一社）電気通信事業者協会資料」につ

いて説明〉 

【電気通信事業者協会】  TCA です。資料 16－6 に、数字のアップデートだけ行ってお

ります。前も御報告しております加入率と、その加入率を分母とした店頭での有効化率の推

移を示しております。これも以前よりは上がって、多少、月の波動はあるのですが、おおむ

ね高い位置をキープしているかなと思っております。 

 ３ページ目が各社ごとの数字になりますので、こちらは割愛いたします。 

 ４ページ目に、またこれも毎回示しておりますが数字の定義ですので、説明は割愛いたし

ます。 

 以上です。 

【中村主査】  ありがとうございます。井原さん、お願いします。 

 

〈（一社）テレコムサービス協会（MVNO 委員会）から、資料 16―7「（一社）テレコムサー

ビス協会（MVNO 委員会）資料」について説明〉 

【テレコムサービス協会】  MVNO 委員会の井原でございます。資料 16－7 を御覧くだ
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さい。 

 ２ページを御覧いただければと思います。今回、業界全体の合算値のほうを記載させてい

ただきました。合算値に関しましては青少年契約のなかった事業者も含めた数字で、一応 15

社からいただきましたので、15 社の平均値ということになっております。 

 今回初めて発表させていただくのですが、以前から総務省様のほうで集計を実際はいた

だいておりましたので、推移が分かるように、MVNO 各社の実績と同様に、前回・前々回と

して記載をさせていただいておりまして、前回・前々回も、MVNO の数値と同じ期間での集

計ということになっておりますので、こちらを参考に見ていただければと思います。 

 合算値のところを見ていただければ、大きな変化はなくて若干改善傾向だったのですが、

今回は少し下がったというような申込率になってございますが、こちらは 1 つ課題としま

しては、MVNO の場合は数値に各社大きくばらつきがございます。100 万回線を超えている

という社もあれば数万回線という事業者もございますので、そちらの分母によって大きく

異なってくるという可能性があるのですが、今のところ、たしか過去４回取らせていただい

ているのですが、大きなばらつきはなかったということになりますので、今後もこのような

形で合算値のほうは報告させていただければと思っております。 

 個社の数字に関しましては、先ほどから御指摘をいただいているとおり、社名を伏せた形

で大変申し訳ございませんが、今回もこのような御報告とさせていただければと思います

が、実際、個社によって若干下がっているところもあるのですが、平均的には徐々に改善し

てきているというようなものが推移として見て取れるのではないかと思われます。 

 ここも以前からありますとおり、1 社だけ有効化率ではなくて実際のアクティベート率で

書かせていただいていますので、1 社、真ん中のところに関してだけは、有効化措置率は参

考値として見ていただければと思います。 

 以上でございます。 

【中村主査】  どうもありがとうございました。今の報告について、改めて先ほどの論点

と重複しても結構ですので、残り時間で、質問、コメントなどがあればと思います。 

 上沼さん、お願いします。 

【上沼構成員】  ありがとうございます。今のフィルタリングの統計について、状況が分

かるので大変ありがたいとは思うのですが、その関係で、先ほど MVNO さんがおっしゃっ

た今後の課題の部分、16－2 の５ページ辺りからだと思うのですが、「個社名公表に関する

課題」に記載されている内容については、別に個社名公表に関する課題というわけではなく
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て、ここのタスクフォースにおいてずっと問題意識として出されている課題だと思われま

す。 

 また、４ページの１は別として、２と３あたりは MNO さんに対してもずっと御質問して

いるところであって、そこが違うこと自体が一つの分かりにくさになっているので、どうい

う形かはともかくとして、何らかの形で統一していただいたほうが分かりやすいのではな

いかと思っているところです。 

 あと、５ページ目の OS フィルタリングの取扱いについての整理も、これもずっとこちら

のタスクフォースで問題となっているところではあって、実態の把握ができないという点

について、例えば OS 事業者なら把握できるのか、という点も含めて、実際を知りたいとこ

ろです。先ほど尾花さんからもあったとおり、本来、端末でフィルタリングがかけられるの

であれば、インターネット接続がどの回線経由であっても一律にかかる形になるので、青少

年保護という観点からは、端末にかかれば十分とも考えられるのではないか、とも思います。 

 ですので、MNO さんもそうだと思うのですが、このように課題として出していただくの

であれば、一緒に御検討いただいて、対応方法について提案を出していただければありがた

いのと思っている次第です。 

 状況によっては、ネットワーク回線でフィルタリングをかける必要があるのかというの

は疑問であるところでもありますし、そういうことも改めて検討できるのかなと思います

ので、今後のアップデートと一緒に、この辺の課題についての提案の方向というのをいただ

ければと思います。 

 以上、こちらはお願いです。 

【中村主査】  重要な指摘をありがとうございました。 

 山口さん、いかがでしょうか。 

【山口構成員】  山口です。御説明いただきましてありがとうございました。私から幾つ

か質問などあるのですが、まず１点目が、MNO さんのグラフ、スライド２ページ目ですね、

こちらを見ると、有効化率の赤線が最近減少傾向にあるように見えるのですが、これはどう

いう理由なのかなというところを教えていただければ幸いです。もしかしたらオンライン

契約が増えたからなのかなとは思っているのですが、もし何か思い当たるところがあれば

教えていただければ幸いです。 

 ２点目が、これはちょっと大きい話になってしまって申し訳ないのですが、長年こういっ

た形で御報告をいただいているものだと思います。私はまだこの会議は３回目か４回目ぐ
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らいの中でこういう話をするのは恐縮なのですが、この「有効化率」という単語が妥当なの

かどうか甚だ疑問でして。一般的な人間が「有効化率」というふうに聞いたら、このフィル

タリングサービス、フィルタリングを有効にしている人の割合だと思うと思うんです。要す

るに、申し込んだだけじゃなくてしっかり使っている人の割合だと。しかし実際は、「事業

者が有効にしました率」なんですよね。なので、全く消費者視点ではないということで、も

しかしたら慣習として長年こういう単語を使われているのかもしれないのですが、これは

かなり誤解を招く表現なんじゃないのかなと思っているところです。「有効化率」という言

葉から想像する内容の、今、現状でフィルタリングを有効にしている人の割合というのは大

変重要な数字なわけです。これは、今御報告いただいている有効化率よりも多分はるかに重

要な値なので、本来こういったことを継続調査で明らかにすべきだと思います。 

 まとめると、単語に文句を言うだけだと何の建設的意見にもならないので、私が申し上げ

たいのは、この継続調査によって何らか有効にしている人の割合というのを追っているの

であればそれを教えていただきたいし、もし追っていないのであれば、MNO さんだったら

できるんじゃないのかなと正直思うところではあります。もちろん、いろいろ大変な面もあ

ると思うのですが、そういったところを何らかの方法で把握されてもいいんじゃないのか

なと思った次第です。 

 最後に MVNO さんについて、これは前回も質問した気がするのですが、改めて、申込率

と有効化措置率はあまりに企業によって差があるのですが、こういったものの背景に何が

あるのかというのを、もし御存じのことがあればお教えいただければ幸いです。 

 以上です。 

【中村主査】  ありがとうございます。じゃあ吉岡さん、井原さんからそれぞれコメント

いただければ幸いです。 

【電気通信事業者協会】  TCA の吉岡です。1 点目、有効化率が若干低下しているという

ところなのですが、これは正直、これが原因だというところまで特定ができていないという

のが正直なところです。とはいえ、これが課題だということは認識しておりますので、特に

会社によってまちまちだったりもしますので、低下している会社においては、それを上げる

ような努力というのを、分析とともにその対策を打っていくということが重要かと思って

おります。 

 ２点目の、有効化率の単語については、これはそういう御指摘はごもっともかなと思いま

すので、ここでいうと「事業者が販売時に設定した率」というのが恐らく実態を表している
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言葉になると思いますので、そこに対して特別こだわりがあるわけではありませんので、分

かりやすい言葉に変えていくということでは全然問題ないです。 

 あと、実際に世の中で有効になっている数字がどこまで追えるのかということなのです

が、これは先ほど来話が出ていますが、特に OS のフィルタリングを設定しているものは、

通信事業者ではこれは 100％不可能というのが実態です。 

 あとアプリでやっているものについては、やりようによっては、時間とお金をかければで

きる部分もなくはないと思うのですが、非常にコストと手間がかかるというのが現実です。

それができたところで、OS のほうができないので全体を把握するには足らないというのが

現状になります。お答えになっていますでしょうか。 

【山口構成員】  ありがとうございます。御事情はよく分かりました。しいていうなら、

サンプルサイズは小さくてもいいので、アンケートとかを継続でできないのかなと思うと

ころでもあるのですが、取りあえず正確に把握することが非常に難しいと。特に OS のこと

は 100％分からないということはよく分かりました。ありがとうございます。 

【テレコムサービス協会】  それでは続きまして、MVNO 委員会の井原でございます。御

質問いただいたところで、先に有効化措置率に関してですが、実際、先ほども言いましたア

クティベート率を掲載させていただいている事業者がございますが、こちらはおっしゃら

れている、いわゆる実際の利用されている状況でございます。 

 ここはもともと有効化をシステム上取っていないという状況で、実際に店舗等では設定

はしているのですが、それがシステム上に反映できていないものですから、有効化が取れな

い代わりに何らか知る方法がないかということでアプリベンダーと相談させていただいて、

実際にアプリケーションを入れられて使われている状況というのは、当然アプリベンダー

側は分かっておりますので、それと我々のほうで持っている顧客データのユニーク番号で

ぶつけさせていただいて管理をさせていただいていますので、実は、そのような取組をして

いる事業者もあるということでございます。これが一つです。 

 あと、申込率と有効化措置率の差についてですけれども、これは当然、申し込まれるお客

様の属性の違いとか、あとはチャネル、オンラインメインにされているところもあれば、実

際の店舗をしっかり構えてやられているところとか、あと有効化措置率ですごく高い会社

があるのですが、こことかは訪問されて設定を必ずされているという。これはケーブルテレ

ビの会社ということなのですが、そういう若干のチャネルの違いもありましてばらつきが

あるのですが、とはいえ、申込率を上げるために、このような文言を申込みフローの中でし
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っかりとアナウンスをすべきということで、今回ガイドラインの見直しをさせていただい

ていますので、今後、そのガイドラインにのっとった申込手順のほうを実際に履行されてい

るかどうかというのを確認させていただきながら、全体の数値が上がるように。その中でま

た課題が出ましたら、改めて MVNO 委員会の中でも議論させていただいて、全体として改

善のほうに努めさせていただければと思っております。 

 もう 1 つ、OS フィルタリングの把握ができないかということ、これは単純に OS 事業者

にこの前投げております。何らか確認する方法というのが本当にないのかということは、今

後も議論していきましょうかということは先方からも言ってきておりますので、ここも今

後いろいろと議論させていただければ。OS 事業者と相談させていただいて、もし実現でき

れば、また改めて案内させていただければと思います。 

 以上でございます。 

【山口構成員】  ありがとうございます。今後、OS も含めて御対応を考えていただける

という、大変ありがたいなと思った次第です。楽しみにしております。 

 また、今のお話を踏まえると、やはりアプリのほうは何か分かりそうな感じもするので、

少なくとも MVNO の会社によってはそれをやっているということを伺っておりますので、

MNO さんのほうでもできるんじゃないかなというのは正直思うところですので、何か御検

討いただければ幸いです。 

 以上です。 

【中村主査】  ありがとうございました。 

 尾花さん、ちょっと時間があります。 

【尾花構成員】  ありがとうございます。今、山口先生からお話があったことと上沼さん

がおっしゃっていたこと、その辺りの続きなのですが。OS 事業者さんが現在提供している

フィルタリングを、もう少し、青少年インターネット環境整備法に基づく利用ができるよう

に、そういう取組を促すようなご協力を仰げないかなと。 

 もちろん、フィルタリングアプリ・ソフト・サービスを提供する事業者さんの仕事を取り

上げるつもりは全然なく、最低限、どの端末にも入っていて、設定しようと思えばできると

いう状態が理想的ということです。繰り返しお話ししているように、小さい子供に貸すスマ

ホへのフィルタリングがほとんどできていない状況にあります。パソコンと同じものが使

いたいという人はそれを使えばいいし、あんしんフィルターの利用申請をしていただくの

もいいですが、どの端末にも入っているもので対応するほうが理想的です。今は、どちらか
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というとタイムコントローラーを中心にアピールされていますが、フィルタリングとして

の活用についてもどんどん訴求していただきたいし、フィルタリングの面からの使い勝手

も向上させていただきたい。OS 事業者さんがどういった取組が可能かどうかについては、

Apple さんも Google さんのご事情もあると思いますが、総務省さんを中心に、内閣府さん、

法務省さんほか、様々関係省庁さんと協議の上、お願いできないかなというふうに思います。 

 全ての端末で使える OS 事業者提供のフィルタリングがあれば、小さなお子さんを持つ保

護者が（利用契約等をしなくても）気軽にフィルタリングを使えるようになり、低年齢のお

子さんが大人の使用環境のままスマホを使うことの回避がしやすくなると思います。 

 有効化率の問題は、まさに山口先生がおっしゃっていたとおり。逆に言えば、小さい子に

フィルタリングをかけていない大人の端末を使わせたり、小学生が高校生プラスで使った

りすることに比べたら、高校２・３年生がフィルタリングを外して使うほうがよっぽど安全

だと言えるかもしれないわけです。 

 有効化率という数字を上げるために議論する時代は、もう終わったのではないかと思っ

ています。有効化率を 100％にすることより、子供たちのトラブルを防止するために、それ

ぞれの年齢や利用環境、使い方等に合った安全な利用環境づくりを論点にする段階に来て

いるような気がしています。 

また、私も委員として携わらせていただいている内閣府の青少年の利用実態調査のほう

でも、「小さい子供にフィルタリングをかけて使わせていますか」といった設問をここ数年

設けており、今年度も多少ですが詳しく訊ねています。具体的な調査データが示せれば、今

後、みなさまが動きやすくなるかもしれません。さらに、このタスクフォースで検討して、

必要な調査項目があれば次年度に追加するような形で相乗効果が生まれれば、より良い方

向に進むのではないかと考えます。 

 既に、「フィルタリング 100％を目指そう」という段階ではなくなっているのではないか

ということを踏まえ、さらなる工夫が必要だと思った次第でございます。 

 以上です。ありがとうございます。 

 

（３）閉会 

【中村主査】  どうもありがとうございました。 

 では、今日の議事はこのくらいでよろしいでしょうか。皆さん、非常に精力的に御議論に

御参加いただきましてありがとうございます。 
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 この問題はビジネスに関わることでもありますし、利害も関わってきますけれども、皆さ

ん、前向きに環境を整えようという姿勢で参加をいただいておりまして、非常に心強い思い

でございます。 

 また、今日たくさん問題提起もいただきました。曽我部さんからプラットフォーム研でも

議論になっている OECD の勧告を受けての考え方ですとか、山口さんからはディストリビ

ュートについての情報の強化、あるいは「有効化率」呼び方問題といいますか、有効な割合

をどう把握していくのかということ。 

 さらには、MVNO の公表については、これは複数委員から指摘をいただきましたし、同様

に複数の委員から、今も話がありましたがネットワークフィルタリング、OS フィルタリン

グの位置づけ、あるいはネットワークと端末の位置づけについての御指摘をいただきまし

た。 

 この辺りも、事務局とも、あるいは関係者とも相談をしながら、今後どのように扱ってい

くかということの検討を進めていき、また皆さんと相談をしていければと思っております。

よろしくどうぞお願いします。 

 では最後に、次回のスケジュールについて事務局からお願いいたします。 

【竹内消費者行政第一課課長補佐】  事務局でございます。次回の日程・場所等につきま

しては、調整の上で別途事務局から御連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。 

【中村主査】  では、この会議を終了したいと思います。どうもありがとうございました。 

 

以上 

 

 


